知的財産権譲渡契約書
学校法人名城大学（以下「甲」という。）氏名（以下「乙」という。）とは、甲が出願する第１条記載の知的財産権（以下「本知的財産権」という。）に関して、次のとおり契約を締結する。

（対象知的財産権と譲渡）

第１条　乙は、次の発明の特許を受ける権利を甲に全部譲渡し、甲はこれを譲り受けるものとする。

特許等番号　特願　　　　　　　　　(整理番号　　　　)
発明の名称  ～～～～～～
発明貢献率　氏名　　　　：　　％
　　　　　　            　　　　　　　　　
（対価と支払方法）

第２条　甲は乙に対し、前条の本件知的財産権の譲渡の対価として、出願時の出願報奨、および、甲が本知的財産権により得た実施料収入・譲渡収入があった場合、名城大学の発明報奨規定に従って甲が発明者に支払う額の内、上記第１条に記載の発明貢献率に相当する額を乙の指定する下記の銀行口座に振り込むものとする。

記

　　　　　　　　　　　　　銀行名： 
　　　　　　　　　　　　　支　店　名：
　　　　　　　　　　　　　口座種別：普通
　　　　　　　　　　　　　口座番号：
　　　　　　　　　　　　　口座名義人：
（対価の不返還）

第３条　前条により甲から乙に対して支払われた対価については、理由の如何を問わず、甲は乙に返還を求めることができないものとする。

（登録手続き及び費用の負担）

第４条　本知的財産権にかかわる手続きは甲が行うものとし、これに要する費用は、甲が負担するものとする。

（不保証）

第５条　乙は、本知的財産権の無効理由が存在しないことを保証しないものとする。

（協議事項）

第６条　この契約の定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

上記契約の締結を証するため、本契約書を２通作成し、甲乙記名捺印のうえ、それぞれ各１通を保管するものとする。

令和　年　　月　　日

愛知県名古屋市天白区塩釜口一丁目５０１番地
（甲）学校法人　名城大学

理　事　長　　　小原　章裕　　　印

　　
（乙）　　　　　　　　　　　　　　 　　印
